
 
広
島
空
港
県
営
駐
車
場
管
理
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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広
島
空
港
県
営
駐
車
場
管
理
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
広
島
空
港
県
営
第
一
駐
車
場
及
び
広
島
空
港
県
営
第
二
駐
車
場
（
以
下
「
駐
車
場

」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
駐
車
券
等
の
発
行
） 

第
二
条 

指
定
管
理
者
は
、
駐
車
場
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
駐
車
券
（

別
記
様
式
第
一
号
又
は
別
記
様
式
第
二
号
）
、
回
数
券
（
別
記
様
式
第
三
号
か
ら
別
記
様
式
第
六
号
ま
で

）
又
は
定
期
駐
車
券
（
別
記
様
式
第
七
号
）
を
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
定
期
駐
車
券
の
発
行
枚
数
に
つ
い
て
は
、
広
島
空
港
県
営
第
二
駐
車
場
の
利
用
状
況

に
応
じ
て
知
事
が
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
利
用
手
続
） 

第
三
条 

利
用
者
が
自
動
車
を
入
庫
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
自
動
車
保
管
の
証
と
し
て
、
自
動
駐
車
券
発

行
機
か
ら
駐
車
券
を
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

利
用
者
が
自
動
車
を
出
庫
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
駐
車
券
を
自
動
料
金
精
算
機
に
挿
入
し
、

又
は
管
理
棟
に
提
出
し
、
自
動
料
金
精
算
機
又
は
管
理
棟
の
精
算
機
に
表
示
さ
れ
た
駐
車
料
金
（
以
下
「

料
金
」
と
い
う
。
）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
料
金
の
納
付
に
代
え
て
、
回
数
券
に
よ

り
精
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
期
駐
車
券
を
利
用
す
る
者
は
、
自
動
車
を
入
庫
し
よ
う
と
す
る
と

き
に
当
該
定
期
駐
車
券
を
定
期
駐
車
券
挿
入
口
に
挿
入
し
、
出
庫
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
料
金
の
納
付
に

代
え
て
当
該
定
期
駐
車
券
に
よ
り
精
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
期
駐
車
券
） 

第
四
条 

定
期
駐
車
券
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
（
法
人
及
び
団
体
を
含
む
。
）
は
、
指
定
管
理
者
に
定
期 

駐
車
券
購
入
申
込
書
（
別
記
様
式
第
八
号
）
を
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ 

し
、
当
該
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
定
期
駐
車
券
利
用
者
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
発
行
を
受
け
た
定
期 

駐
車
券
の
通
用
期
間
内
に
当
該
定
期
駐
車
券
の
通
用
期
間
に
引
き
続
く
通
用
期
間
の
定
期
駐
車
券
を
購
入 

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
定
期
駐
車
券
の
提
出
を
も
っ
て
定
期
駐
車
券
購
入
申
込
書
の
提
出
に
代
え 

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
定
期
駐
車
券
の
利
用
に
係
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と
を 

 

表
示
す
る
た
め
の
定
期
駐
車
券
利
用
者
証
（
別
記
様
式
第
九
号
）
を
定
期
駐
車
券
利
用
者
（
そ
の
発
行
を

受
け
た
定
期
駐
車
券
の
通
用
期
間
内
に
当
該
定
期
駐
車
券
の
通
用
期
間
に
引
き
続
く
通
用
期
間
の
定
期
駐

車
券
を
購
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
項
の
承
認
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
に
発
行
し
、
当
該
自
動
車
の
見

や
す
い
箇
所
に
定
期
駐
車
券
利
用
者
証
を
掲
示
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 



３ 

定
期
駐
車
券
利
用
者
は
、
広
島
空
港
県
営
第
二
駐
車
場
が
供
用
休
止
と
な
っ
た
場
合
は
、
広
島
空
港
県

営
第
一
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

定
期
駐
車
券
は
、
定
期
駐
車
券
利
用
者
本
人
以
外
の
者
が
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

５ 

定
期
駐
車
券
利
用
者
は
、
一
枚
の
定
期
駐
車
券
で
複
数
の
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

６ 

定
期
駐
車
券
利
用
者
が
そ
の
発
行
を
受
け
た
定
期
駐
車
券
を
不
正
に
使
用
し
た
場
合
（
当
該
定
期
駐
車

券
利
用
者
以
外
の
者
に
使
用
さ
せ
た
場
合
も
含
む
。
）
、
指
定
管
理
者
は
、
当
該
定
期
駐
車
券
の
使
用
を

停
止
さ
せ
、
又
は
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

定
期
駐
車
券
利
用
者
が
、
定
期
駐
車
券
又
は
定
期
駐
車
券
利
用
者
証
（
以
下
「
定
期
駐
車
券
等
」
と
い

う
。
）
を
紛
失
し
、
又
は
著
し
く
汚
損
し
、
若
し
く
は
破
損
し
た
と
き
は
、
当
該
定
期
駐
車
券
等
の
利
用

者
は
、
定
期
駐
車
券
（
定
期
駐
車
券
利
用
証
）
再
発
行
申
請
書
（
別
記
様
式
第
十
号
）
に
定
期
駐
車
券
購

入
申
込
書
と
定
期
駐
車
券
等
を
添
付
し
て
、
指
定
管
理
者
に
申
し
出
て
定
期
駐
車
券
等
の
再
発
行
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
再
発
行
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該
定
期
駐
車
券
再
発
行
申
出
者
の

負
担
と
す
る
。 

（
駐
車
時
間
） 

第
五
条 

料
金
を
算
定
す
る
た
め
の
駐
車
時
間
は
、
入
庫
の
と
き
に
駐
車
券
に
打
刻
し
た
時
刻
か
ら
、
出
庫

の
と
き
に
当
該
駐
車
券
に
打
刻
し
た
時
刻
ま
で
の
時
間
と
す
る
。 

（
料
金
の
返
還
） 

第
六
条 

広
島
空
港
県
営
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
五
年
広
島
県
条
例
第
三
十
号
。
以
下
「
条
例

」
と
い
う
。
）
第
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
料
金
の
返
還
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。 

一 

定
期
駐
車
券
料
金
は
、
駐
車
場
の
供
用
休
止
の
日
数
が
引
き
続
い
て
三
日
以
上
の
と
き
に
、
定
期
駐

車
券
発
行
額
を
、
当
該
定
期
駐
車
券
の
通
用
期
間
の
日
数
で
除
し
て
得
た
額
に
、
供
用
休
止
の
日
数
を

乗
じ
て
得
た
額
（
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
返
還
す
る
。 

二 

住
居
若
し
く
は
事
務
所
の
移
転
又
は
自
動
車
の
廃
車
等
知
事
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
事
由
に
よ

り
定
期
駐
車
券
が
不
要
に
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
定
期
駐
車
券
発
行
額
か
ら
、
通
用
期
間
の
う

ち
既
に
経
過
し
た
月
数
（
一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
月
に
切
り
上
げ
る
。
）
に
条

例
別
表
に
規
定
す
る
一
月
に
つ
き
一
台
当
た
り
の
金
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
差
し
引
い
て
得
ら
れ
る
額

が
正
と
な
る
場
合
に
、
そ
の
額
を
返
還
す
る
。 

２ 

前
項
の
料
金
の
返
還
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
料
金
返
還
請
求
書
（
別
記
様
式
第
十
一
号
）
に
よ
り
、

知
事
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
遵
守
事
項
） 

第
七
条 

利
用
者
は
、
駐
車
場
に
お
け
る
自
動
車
の
運
行
に
つ
い
て
、
道
路
交
通
関
係
法
令
に
定
め
る
例
に

よ
り
こ
れ
を
行
う
ほ
か
、
次
の
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

徐
行
し
、
他
の
自
動
車
の
追
越
し
を
し
な
い
こ
と
。 

二 

駐
車
位
置
を
離
れ
る
自
動
車
を
優
先
通
行
さ
せ
る
こ
と
。 



三 

標
識
、
信
号
又
は
駐
車
場
職
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。 

（
料
金
の
減
免
） 

第
八
条 
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が

駐
車
場
を
利
用
す
る
場
合
は
、
料
金
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
減
額
す
る
。
た
だ
し
、
定
期
駐

車
券
及
び
回
数
券
に
よ
る
利
用
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

身
体
障
害
者
手
帳 

二 

戦
傷
病
者
手
帳 

三 

療
育
手
帳 

四 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
障
害
者
手
帳
） 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
減
額
後
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り

捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
料
金
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
手
帳
を
、
指
定

管
理
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
料
金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
委
任
規
定
） 

第
九
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
駐
車
場
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め

る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 




















